
※1 乗用営業用車に限ります。

●上記の排出ガス性能及び燃費性能については、自動車検査証にある備考欄、または自動車に貼付され

　 ているステッカーをご確認ください。

【必ず裏面もご覧ください】

平成３０年排出ガス規制に適合し、かつ、平成３０
年排出ガス基準値より５０％以上窒素酸化物等の
排出量が少ない軽自動車。

＋

【乗用】

（イ）
令和２年度燃費基準達成。

概ね５０％
または平成１７年排出ガス規制に適合し、かつ、平
成１７年排出ガス基準値より７５％以上窒素酸化物
等の排出量が少ない軽自動車。

かつ令和12年度燃費基準を90％達
成した車両。軽減

②軽減の適用は、当該取得をした日の翌年度分の軽自動車税の１年限りになります。

　グリーン化特例（軽課）の適用となる基準

（ア） 電気軽自動車

天然ガス軽自動車
概ね７５％

（平成３０年排出ガス規制に適合するもの。または平成２１年排出ガス規制に適合し、かつ、
平成２１年排出ガス基準値より１０％以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。）軽減

三輪のもの（排気量６６０cc以下） ３,９００

①重課税率の適用（新規検査から１３年を経過）となるまで、この税額が適用されます。

２,０００※1１,０００

６６０ｃｃ以下）
営業用 ３,８００

四輪以上
営業用 ６,９００

（総排気量

貨物用
自家用 ５,０００

乗   用
自家用 １０,８００ 適用なし

３,５００

適用なし

適用なし

２,７００

１,８００

１,３００

１,０００

★★  軽自動車環境性能割の廃止について  ★★

に係る税額

（年額）

★★  令和８年度 軽自動車税の税率について  ★★

　令和７年４月１日から令和８年３月３１日までに最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車
（新車に限る。）で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた車両について、令和８年度のみグリーン
化特例が適用され、軽自動車税が軽減されます。

（１）平成２７年４月１日以後に最初の新規検査を受けた車両 【単位：円】

車 種 区 分

① ②
軽課税額（年額）

Ｒ７．４．１～R８．３．３１に新車登録した車両
右以外の車両

ガソリン車・

ハイブリッド車

電気軽自動車・

天然ガス軽自動車

概ね７５％軽減 概ね５０％軽減

（ア） （イ）

自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割は、令和８年３月３１日をもって廃止

となりました。これに伴い、「自動車税種別割」が「自動車税」へ、「軽自動車税種別

割」が「軽自動車税」へと変わりました。

今回、同封の納税通知書等の名称は「軽自動車税種別割」と印字されているものがあ

りますが、「軽自動車税」と読み替えてくださいますようお願いします。



初度検査年月 重課税率が適用される年度

平成２２年４月～平成２３年３月 令和６年度（２０２４年度）軽自動車税から適用

平成２３年４月～平成２４年３月 令和７年度（２０２５年度）軽自動車税から適用

３,０００ ４,５００

三輪のもの（排気量６６０cc以下） ３,１００ ４,６００

軽自動車税重課税率の適用年度早見表

●最初の新規検査とは

    「最初の新規検査」とは、初めて車両番号の指定（ナンバープレートの交付）を受けた時の検査をいいます。

     新車として販売された時を指します。最初の新規検査年月を確認するには、自動車車検証の「初度検査年月」 

     で確認することができます。

平成２４年４月～平成２５年３月 令和８年度（２０２６年度）軽自動車税から適用 ←

平成２５年４月～平成２６年３月 令和９年度（２０２７年度）軽自動車税から適用

（総排気量

貨物用
自家用 ４,０００ ６,０００

６６０ｃｃ以下）
営業用

車 種 区 分 旧税率（年額）

１３年超の経年車に

係る税額（年額）

（重課税率）

乗   用
自家用 ７,２００ １２,９００

四輪以上
営業用 ５,５００ ８,２００

（２）平成２７年３月３１日以前に最初の新規検査を受けている車両は、重課税率の適用（新規検査から

     １３年を経過）となるまで、下表の税率が適用されます。

【単位：円】


